
原子力発電所に係る原子力災害対策重点区域の拡大

予防的防護措置を準備する区域
（ＰＡＺ：Ｐｒｅｃａｕｔｉｏｎａｒｙ Ａｃｔｉｏｎ Ｚｏｎｅ）

急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的
影響等を回避するため、即時避難を実施する等、放射性物
質の環境への放出前の段階から予防的に防護措置を準備
する区域

原子力発電所から概ね半径５㎞を目安

緊急時防護措置を準備する区域
（ＵＰＺ：Ｕｒｇｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ Action Planning Ｚｏｎｅ）

確率的影響を最小限に抑えるため、緊急時防護措置を準
備する区域

原子力発電所から概ね半径３０㎞を目安

青森県では、原子力災害対策指針に示された範囲であ
る半径５㎞及び半径３０㎞を基準とし、その範囲に一部
でも含まれる集落を対象とした
（東通村、むつ市、横浜町、六ケ所村の４市町村（２８地域）から野辺地
町を加えた５市町村（１７６地域）に拡大）
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